
私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱の一部改正新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱 

第１条～第３条 ［略］ 

 

（給付金の給付額等） 

第４条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 前条各項に該当する者（ただし、生活保護受給世帯である者を除く。）のうち、高校生等のオンライン

学習に係る通信費を負担しているものに、次に掲げる額を第１項及び第２項各号で定める額に加えて給付

する。 

(１) 前条第１項に該当する者 10,000円 

(２) 前条第２項に該当する者のうち、基準日前に家計急変があったもの 10,000円 

 (３) 前条第２項に該当する者のうち、基準日以降に家計急変があったもの 家計急変があった日の翌月

（家計急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月）から当該年度の３月までの月数に

1,000円を乗じた額 

（新設） 

 

 

 

（前倒し給付） 

第５条 [略] 

２ ［略］ 

３ 第１項の給付を受けた者で、基準日において第３条各項に該当する場合は、前条第１項又は同条第２項

第１号の給付額（前項の給付を受けた者は、前条第１項又は同条第２項第１号の給付額に 10,000 円を加

えた額）から第１項の給付額（前項の給付を受けた者は、前項の給付額。以下この項において同じ。）を

差し引いた額を給付する。ただし、当該給付額を第１項の給付額が上回る場合は、第１項の給付額を年額

とする。 

 

第６条～第10条 [略] 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱 

第１条～第３条 ［略］ 

 

（給付金の給付額等） 

第４条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 前条各項に該当する者（ただし、生活保護受給世帯である者を除く。次項において同じ。）のうち、高

校生等のオンライン学習に係る通信費を負担しているものに、次に掲げる額を第１項及び第２項各号で定

める額に加えて給付する。 

(１) 前条第１項に該当する者 10,000円 

(２) 前条第２項に該当する者のうち、基準日前に家計急変があったもの 10,000円 

(３) 前条第２項に該当する者のうち、基準日以降に家計急変があったもの 家計急変があった日の翌

月（家計急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月）から当該年度の３月までの月

数に1,000円を乗じた額 

５ 前条各項に該当する者に、令和２年度において上乗せして支給する額は、次に掲げる区分に応じた額と

する。 

(１) 第１項の表の（２）に該当する者 26,100円 

(２) 第１項の表の（３）又は（４）に該当する者 12,000円 

 

（前倒し給付） 

第５条 [略] 

２ ［略］ 

３ 第１項の給付を受けた者で、基準日において第３条各項に該当する場合は、前条第１項又は同条第２項

第１号の給付額に同条第５項の上乗せして給付する額を加えた額（前項の給付を受けた者は、前条第１項

又は同条第２項第１号の給付額に同条第５項の上乗せして給付する額及び 10,000 円を加えた額）から第

１項の給付額（前項の給付を受けた者は、前項の給付額。以下この項において同じ。）を差し引いた額を

給付する。ただし、当該給付額を第１項の給付額が上回る場合は、第１項の給付額を年額とする。 

 

第６条～第10条 [略] 

 

 附 則 

 この要綱は、令和３年３月５日から施行し、令和２年度分の事業から適用する。 

 

 

 

改正部分は、下線の部分である。 

  


